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資料３６ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 

社会保障・税番号制度の導入（個人番号の利用開始）に伴う職員情報システ

ムの情報項目の追加について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

 

 

【諮問】 

◇第 16条第 1項本文（電子計算機による個人情報の処理開発、変更） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当部課：総務部人事課） 
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事業の概要 

事業名 職員情報システム 

担当課 総務部人事課 

目 的 新宿区職員の人事・給与・福利厚生管理 

対象者 新宿区職員（常勤・再任用・非常勤及び特別職）及び扶養親族 

事業内容   新宿区職員（常勤・再任用・非常勤及び特別職）の人事管理・給与支給・福利

厚生事業等を円滑に行うため、平成７年より職員情報システムを導入し、職員情

報の管理を行っている。 

  この度、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（番号法）」が施行され、平成２８年１月１日から社会保障・税分野で個

人番号の利用が開始されるため、職員情報システムの記録項目に個人番号を追加

する改修が必要となる。 

 

※職員情報システムで管理する職員数（平成２７年４月１日現在） 

  常勤職員２，６７５名、再任用職員２７０名、 

  非常勤職員（再雇用・事業費非常勤）６２９名、特別職４名 
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇電算開発等（第 16条第 1項本文関係）・・・諮問事項 

 

件名 社会保障・税番号制度の導入（個人番号の利用開始）に伴う職員情報シス

テムの情報項目の追加について 

 

保有課（担当課）  総務部人事課 

登録業務の名称  職員の給与、非常勤職員等社会保険 

記録される情報項

目（だれの、どの

ような項目が、ど

このコンピュータ

に記録されるの

か） 

１ 個人の範囲 

  新宿区職員（常勤・再任用・非常勤及び特別職）及び扶養親族 

 

２ 記録項目 

  氏名、住所、給料月額、扶養親族氏名などの従来項目に、個人番号を追加する。 

  （資料のとおり） 

 

３ 記録するコンピュータ 

  職員情報システムサーバ（人事課 OAルーム内設置） 

 

新規開発・追加・

変更の理由 

 現在、職員情報システムを使用し、職員の給与事務の全般を処理している。 

番号法が施行され、平成２８年１月１日から社会保障・税分野で個人番号の利用

が開始されるため、職員情報システムの記録項目に個人番号を追加する改修が必要

となる。 

新規開発・追加・

変更の内容 

 職員情報システムに区職員及び扶養親族の個人番号を追加することに伴い、以下

の改修を行う。 

⑴ マイナンバーデータベースの追加 

 ⑵ マイナンバー表示・入力画面の追加 

 ⑶ 出力帳票の様式変更 

   給与支払報告書、源泉徴収票、扶養控除等（異動）申告書 

   給与所得者異動届出書、被保険者資格取得・喪失届 

開発等を委託する

場合における個人

情報保護対策 

 

開発過程では区職員及び扶養親族の個人情報に直接触れさせない。（登録及び検

証は、区職員が行う。） 

新規開発・追加・ 

変更の時期 
本審議会の承認後直ちに行う。 
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（資 料） 

 

職員情報システム記録項目 

 

 

氏名、性別、生年月日、年齢、住所、本籍地、職員番号、電話番号、採用、退職、転出入先、 

職務名、職層名、ポスト名、兼務、所属名、学歴、前職、資格名、昇格（発令年月日・種類・級）、 

給料（給料表・給料月額・発令年月日）、給料科目コード、欠勤、休職・休業、処分、出勤簿管理、

表彰、研修履歴、人事履歴、勤務評定、職員証顔写真、特別勤務手当（特勤コード・支給額）、 

通勤手当（支給額・経路・適用日）、住居手当（支給額・区分・適用日）、地内旅費支給額、 

初任給調整手当（支給額・適用日）、単身赴任手当（支給額・区分・適用日）、 

管理職手当（支給額・区分・適用日）、扶養手当（支給額・人数・適用日）、 

超過勤務手当（支給額・時間数）、扶養親族（氏名・性別・生年月日・住所）、 

税額表コード、住民税（特別徴収税額・適用日）、税扶養（区分・適用日）、 

給与振込金融機関口座番号、退職手当支給額、児童手当（児童生年月日・区分）、 

年末調整（所得税・保険料控除額・住宅借入金等特別控除額）、給与条例控除額、 

特別区職員互助組合（資格取得喪失年月日）、職員互助会（資格取得喪失年月日）、 

共済組合（資格取得喪失年月日・保険料）、健康保険（資格取得喪失年月日・保険料）、 

雇用保険（資格取得喪失年月日・保険料）、厚生年金保険（資格取得喪失年月日・年金番号・保険料）、 

貸与被服（品目・貸与年月日・サイズ・辞退不要届）、個人番号（区職員及び扶養親族） 

 

 

※下線事項が追加部分 

 


